
捨てようとしている、その製品！

充電式電池とは、充電して繰り返し使える電池のことで、様々な種類があります。
充電式電池のなかでも、リチウムイオン電池は外部からの衝撃に弱く発火しやすい特徴があり、
ごみ収集車内や処理施設内での発火事故が全国的に急増しています。
リチウムイオン電池の発火しやすさに加え、電子機器に使用されているプラスチック部分が

燃えやすいため延焼しやすく、大事故につながる恐れがあります。
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もしかして、充電式電池 が入っていませんか？

充電式電池にはさまざまな形があり、製品によって
機器組み込み型で取り外せないタイプのものもあります。

スマートフォンやゲーム機、デジ
カメやコードレスで使える電化製
品など充電して繰り返し使える、
様々な機器に充電式電池が使われ
ています。
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こんなものに入っています

清掃センター 福元所長より

清掃センターで発火事故が頻発しています

リチウムイオン電池を原因とする発火事故が頻発し
ています。今年は５月までで３件。令和５年度９件、
令和４年度４件となっています。

大規模火災につながる可能性があります！

近年、近隣市町村や県で大規模火災に繋がったケー
スがあります。
そういった場合、ごみ処理が
行えなくなり、ご自宅でごみ
を保管いただくことになる可
能性もあります。

作業者にも危険が及びます。適切な分別をお願いします。
燃えないごみは人の手で選別しています。
リチウムイオン電池を含む小型家電や危険物（残量が残ったガ
スボンベ、刃物がついた工作機械など）を出されると処理過程
で爆発、ケガにつながります。実際に昨年８月１件、今年５月

１件、作業者が工作機械で手を切るケガをしてい
ます。分別を怠るとごみ処理に影響するだけでな
く作業者も危険です。

発火した事例

発火した事例



充電式電池を取りはずせない製品の処分方法

リサイクルマークがないとき

（ニカド、ニッケル水素、リチウムイオンに限る）
リサイクルマークがあるとき

小さい 大きい

※もしくは、ＪＢＲＣ回収対象外の小型充電式電池

 


